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広島観光親善大使派遣要領 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、広島観光親善大使の派遣について、必要な事項を定めるものとする。 

（用 務） 

第２条 広島観光親善大使は、広島の観光を国内外にＰＲし、観光のイメージアップを図るため、観

光振興事業及び観光に関連する公的諸行事等に参加するものとする。 

（派遣依頼） 

第３条 広島観光親善大使は、官公庁、報道機関、公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

（以下「ビューロー」と言う。）賛助会員、その他これに類する者（以下「派遣依頼者」という。）

の依頼に基づき派遣するものとする。 

（派遣の申込み） 

第４条 広島観光親善大使の派遣依頼者は、原則として派遣日の２週間前までに所定の申請書に申請

事項を記入のうえ、ビューローに提出するものとする。 

（派遣の決定等） 

第５条 理事長は、前条の申請書の提出があった場合において、当該申請のあった行事内容及び広島

観光親善大使の用務を審査のうえ、派遣の適否を決定し、派遣依頼者に通知するものとする。 

（待 遇） 

第６条 広島観光親善大使の派遣の決定を受けた派遣依頼者は、広島観光親善大使の意思を尊重し、

その用務について、品位をそこなわないよう配慮しなければならないものとする。 

（旅 費） 

第７条 派遣依頼者は、広島観光親善大使の派遣に係る交通費、宿泊料、日当等、ビューローの定め

るところにより当該経費を負担するものとする。 

（服 装） 

第８条 派遣の服装は、原則として制服とする。ただし、派遣依頼者が制服以外を希望し、理事長が

適当と認める場合は、派遣依頼者の負担において、制服以外の服装で派遣することができる。 

（派遣料） 

第９条 派遣依頼者は、次表に掲げる区分に従い、派遣料をビューローへ支払うものとする。 

区                 分 
派 遣 料 

派遣依頼者など 派遣時間 

ビューロー賛助会員、官公庁（営利を目的としな

い団体で、構成員に官公庁が含まれるものを含

む。）及び報道機関の場合 

４時間以上 
（１人１日１事業につき） 

１５，０００円 

４時間未満 
（１人１日１事業につき） 

８，５００円 

上記以外の場合 

 

４時間以上 
（１人１日１事業につき） 

１８，０００円 

４時間未満 
（１人１日１事業につき） 

１１，５００円 

宿泊を伴う場合の移動日 １人１日 ６，５００円 

※派遣時間は、ビューロー事務局を起点とし用務地までの往復時間及び実際の派遣用務を 

達成するために必要な時間（集合時間から終了時間）とする。 

２ 広島観光親善大使の派遣承認を受けた者は、前項に規定する派遣料を行事終了後、２週間以内に

支払わなければならない。 

第 10条 この要領に定めるもののほか、広島観光親善大使の派遣に関し、必要な事項は理事長が定め

る。 
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附 則  

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に、旧広島市観光協会の「広島観光親善大使派遣要領」に基づき行われた行

為は、この要領に基づき行われたものとみなす。 

附 則  

 この要領は、平成２２年７月２４日から施行する。 

附 則  

 この要領は、平成２３年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１１月１７日から施行する。 


